秘 密 保 持 契 約 書
　株式会社〇〇〇〇（以下、甲という）と株式会社△△△△（以下、乙という）は、甲乙間で相互に開示される秘密情報の取り扱いに関して、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第１条　　本契約は、乙が甲の　　　　に係る経営指導(以下、経営指導という)を行い、甲がその経営指導を検討するにあたり、甲乙が相互に開示する情報の秘密保持に関して定めることを目的とする。
（定義）

第２条　　本契約でいう秘密情報とは、文書、電子メール又は電磁的記録、口頭、物品等を問わず、甲又は乙により開示される情報並びにそれら基づき作成した資料のうち、「秘密情報」として告知、指定したものをいう。
（目的外使用の禁止）

第３条　　甲及び乙は、相手方から開示された情報を、本契約の目的以外に一切使用してはならない。
（秘密保持）

第４条　　甲及び乙は、相手方より入手した秘密情報を機密に保持するものとし、相手方の事前の承諾なく第三者に開示、漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
(1) 相手方から開示された時点で、既に公知となっているもの

(2) 相手方から開示された後、開示を受けた当事者の責によらずに公知となったもの

(3) 相手方から開示された時点で、既に開示を受けた当事者が保有していたもので、その旨を遅延なく相手方に通知したもの

(4) 正当な権限を有する第三者から開示に関する制限なく開示されたもの

(5) 法令に基づき、正当な権限を有する公的機関から開示要求されたもの

２　  甲及び乙は、秘密情報を当該秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員にのみ開示できるものとし、当該役員及び従業員に対して、自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとする。
３　　甲及び乙は、本契約の目的を履行するうえで合理的に必要な範囲内でのみ秘密情報を複製することができるものとする、その場合、甲及び乙は、当該秘密情報に秘密である旨の表示、著作権の表示その他の表示を付すものとする。

４　　甲及び乙は、相手方より入手した秘密情報が、電子メールや電磁的記録等による場合は、パスワードを設定するなど、機密保持のために必要な措置を講じなければならない。
（権利義務の譲渡等の禁止）

第５条　　甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約により生じた権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供し、若しくは承継させてはならない。
（秘密情報の返還等）
第６条　　甲及び乙は、本契約が契約期間の満了又は契約解除により終了した場合、或いは相手方から要求のあった場合、秘密情報及びその複製物を直ちに返還又は廃棄処分するものとする。なお廃棄処分を行う場合は、相手方の事前の承諾を得た後に適切な方法により責任をもって行うものとし、その明細（廃棄場所、廃棄日時、立会者の氏名など）を相手方に書面をもって報告するものとする。

（確認事項）

第７条　　甲及び乙は、過去、現在及び将来において、自己又は自己の役員及び従業員等が、暴力団、暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。
（損害賠償）

第８条　　甲及び乙は、本契約に定める条項のいずれかに違反したことにより相手方に損害が発生した場合、当該違反行為と相当因果関係にある損害額を限度として、損害賠償責任を負うものとする。
　　２　　前項において、秘密保持義務に違反した側に生じた損害については、相手方に一切賠償請求を行うことはできない。

（有効期間）

第９条　　本契約の有効期間は、本契約締結日より　　年　月末日までとする。ただし、相手方が本契約に定める条項のいずれかに違背し、本契約を継続し難いと一方の当事者が判断した場合は、１カ月前までの書面による予告をもって本契約を中途解約できるものとする。
２　  本契約が、契約期間の満了、契約解除又は解約により終了した場合といえども、本契約第３条乃至第８条で定める義務は、本契約終了後５年間は存続するものとする。

（協議事項）

第10条　 本契約に定めなき事項又は本契約の条項の解釈につき疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
（管轄裁判所の合意）
第11条　甲及び乙は、本契約に関する紛争が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに予め合意する。
本契約成立の証しとして、本書２通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各１通を保有するものとする。

　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　甲　　　
　　　　　　　　　　　乙　　　
